
労働安全衛生法
○ 労働者に健康被害を生ずる物の製造、使用等の禁止
○ 上記のおそれのある物の製造等の許可制、表示義務、ＭＳＤＳ添付
○ 新規化学物質の変異原性等の調査

薬事法
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品等の製造等の許可制、販売の制限、表示義務等

食品衛生法
○ 食品及び食品添加物の製造・使用等に関する規格の制定、表示義務等

化学物質審査規制法
○ 残留性、生物蓄積性、長期毒性をもつ物質の製造・使用の原則禁止
○ 残留性、長期毒性をもつ物質の製造・使用の制限、表示義務
○ 上記に該当するおそれのある物質の製造量の届出
○ 新規化学物質の残留性、蓄積性、長期毒性等の審査

有害物質含有家庭用品規制法
○ 家庭用品における有害物質の含有量、溶出量、発散量に関する基準を設定

化学物質排出把握管理促進法
○ 人又は動植物に有害で、環境に残留する物質等の排出・移動量の届出・推計
○ 上記物質及び将来の環境残留が見込まれる物質へのＭＳＤＳ添付

環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等
○ 人の健康の保護及び生活環境の保全のための環境基準を設定
○ 大気、水への有害物質の排出、廃棄物からの溶出等を規制

毒物劇物取
締法
○ 著しい毒
性をもつ物質
の製造、使用
等の規制
○ 毒物・劇
物の製造、販
売、使用等の
登録・届出、
表示義務、Ｍ
ＳＤＳ添付
○ 毒物・劇
物の廃棄の規
制

農薬取締
法
○農薬登録
（毒性・残留
性の検査、基
準に適合しな
いものは登
録保留）

○無登録農
薬の製造・使
用の禁止

○表示義務
（使用方法
等）

○使用規制
（使用基準
の遵守、水質
汚濁性農薬
の指定とその
使用の制限）

作業環境

人への直
接ばく露

一般環境
を通じた
ばく露

化学物質に関する法制度の状況
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化学物質のライフサイクルと法制度・情報の流れ

MSDS

WDS

PRTR
（移動量届出）

製造・加工
事業者

製造・輸入
事業者

流通
事業者

使用者
（一般消費者）

廃棄物処理業者
リサイクル事業者

MSDS

大気 ・ 水 ・

土壌

PRTR
（排出推計）

PRTR（排出届出・推計）

PRTR（排出届出・推計）

化審法：新規化学物質の審査
製造使用禁止(15物質)
製造使用規制(23物質）

その他、農薬取締法等による規制

廃棄物処理法：

特別管理産業廃棄物の規
制(25物質*) 等
※汚泥等について溶出基準を設定

大気汚染防止法：
優先取組物質(22物質)等の排出抑制

水質汚濁防止法：
有害物質(26物質）等の排出規制

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法：
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の排出規制

製造・使用規制 排出規制


